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採用者及び退職者数の状況（平成28年度）

　※　医療職員とは、医師、看護師等をいいます。
　※　技能労務職員とは、単純な労務に雇用される職員で、技術員、調理員等をいいます。
　※　退職者数のその他とは、自己都合、死亡、免職等による退職です。

Ⅱ　職員の給与・定員管理等の状況
１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成27年4月1日現在の人数である。

（3）ラスパイレス指数の状況

（注） 1

2

3

一人当たり給与費　計　　B

千円千円

147,217 5,480338,441

退　職　者　数

12

1

1

10

合　　計定　年

88

12,203,950 1,952,86022,016

人

(参考)類似市町平均

平成28年度多可町の給与・職員数等について

2

27年度 16.0

　　　　　　　千円　　　　　千円　　　　　千円

実質収支 人件費

Ｂ／Ａ

人件費率

　　　　　　Ｂ

人　

（参考）

26年度の人件費率

％

16.7

期末・勤勉手当

1,353,440

住民基本台帳人口

　　　（28年1月1日）

　　　　　　％

280,528

209 867,78227年度

　　　　　千円千円 千円

給　　　　　与　　　　　費

A

合　　計

技能労務職員

医療職員

8

1

7

大学卒

職員数

区　分
歳出額

　　　　　　Ａ

給　 料 職員手当

1

2

7

勧　奨

1

7

合　計

1

その他

1

一般職員

Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

短大卒

平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合
の値である。

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員
数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給
月額を100として計算した指数。

採　用　者　数
区　　分

高校卒

区　分

2

6,476

千円

給与費 B/A

一人当たり
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（4）給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し

(給料表の改定実施時期）

(内容）

②その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）1「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当等の諸手当を含めたもので、　　　　　 

　　 　「平均給与月額（国ベース）」とは、国家公務員公表内容と同様のベースで計算したものである。

（2）職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　1　国家公務員の初任給は、一般職試験採用者。
　　　　2　兵庫県は給料減額措置をとっており、(　　)内は減額措置を行う前の金額である。

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成28年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

297,800

   ―

経験年数15～20年

327,033 358,652

5,014,191

-

公務員（Ｃ）

－

1.44

305,050

参考

302,800

－

49.5

49.5 302,800

－

3,470,300

53.8 403,354

公　務　員

361,690

429,920

－

－

区　　分

多可町 305,050

372,102

329,358

平均給与月額
（国ベース）

302,800

302,800

（Ａ）

（Ｂ）

民　間

337,500

－

年収ベース（試算値）の比較

参考

289,973

－50.4

385,247

370,600

302,800   ―

325,075

経験年数5～10年

235,142

   ―

   ―

経験年数20～25年

   ―

－

C/D

   ―

高　校　卒

高　校　卒

144,600

平均給与月額

－

1.18

－

－ －

299,089

－

技能労務職 144,400

338,700

平均給与月額

多可町区　　　　　分

大　学　卒 176,700

技能労務職

一般行政職

371,355

43.6

44.6

国

兵庫県

306,752

兵庫県

389,729

区　　分

410,984

類似団体

331,816

335,024

397,70044.2

   ―    ―

経験年数25～30年

一般行政職

（国ベース）

多可町

－

平成27年4月1日

平均年齢

－

259,500

－

287,447

A/B

50.5 278,299

対応する民
間類似職種

調理士

－

42.2

-

41.2

338,700

国

多可町

国

うち　その他

うち給食調理員

うち給食調理員

うち　その他

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

高校卒

高校卒

大学卒

区　　　　分

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。(平成27年4月1日実施）

　一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均2％引下げ。　激変緩和のため、3年間(平成
30年3月31日まで）の経過措置(現給保障）を実施。　看護職・技能労務職給料表についても、一般行政職給料
表との均衡を踏まえて見直しを実施。

平均年齢 平均給料月額
＊　民間データは、賃金構造基本統計調査
　　において公表されているデータを使用
　　している。
＊　技能労務職の職種と民間の職種等の比
　　較にあたり、年齢、業務内容、雇用形
　　態等の点において完全に一致している
　　ものではない。
＊　年収ベースの「公務員（Ｃ）及び「民
　　間（Ｄ）」のデータはそれぞれ給与月
　　額を12倍したものに、公務員において
　　は前年度に支給された期末・勤勉手当
　　民間においては前年に支給された年間
　　賞与の額を加えた試算値である。

142,000

144,600

176,700

平均給与月額

類似団体

民間（Ｄ）

－

兵庫県

中学卒

143,999(145,600)

147,361(149,000)

181,284(183,300)
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在）

人 ％ 円 円

主事

主査

課長補佐・主査

副課長

理事・技監・課長・局長

（注）１　多可町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
　　　３　一般行政職とは税務職、医師、看護師、保健師、薬剤師、医療技術師、福祉職（保育士）、企業職（水道職員）
　　　　　技能職、教育公務員（幼稚園教諭）を除いた職員です。

  

（注）平成18年10月1日に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ
　　　統合）

（2）昇給への勤務成績の反映状況

標準の区分のみ適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、上位及び下位の区分も適用

イ　人事評価を実施した

ロ　人事評価を実施していない

409,000

○○○○

○ ○

最高号給の
給料月額

構成比

○○

286,200 391,800

259,900 381,600

190,200 303,000

140,100 246,100

226,400 348,800

6.1

43.6

100165

17

72

17.0

6

10

3.6
１　級

計

32 19.4

10.3 317,000

５　級

６　級

区　　分 1号給の給料月額

３　級

２　級

標準的な職務内容 職員数

４　級

28

主事

平成28年4月2日から平成29年4月1日
までにおける運用

国多可町

一般職員特定管理職員一般職員管理職員

１級 3.6% １級 3.6% １級 3.5% 
２級 6.1% ２級 4.1% ２級 3.5% 

３級 19.4% ３級 23.1% ３級 28.1% 

４級 43.6% ４級 42.6% 
４級 41.5% 

５級 17.0% ５級 16.6% 
５級 14.0% 

６級 10.3% ６級 10.1% ６級 9.4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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90%

100%

平成28年の構成比 １年前の構成比 ２年前の構成比 
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４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算

役職加算 7%～10％ 役職加算 役職加算 5%～20％

管理職加算 管理職加算 10%～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況

（2）退職手当（平成28年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

千円 千円 (2%～45%加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、27年度に退職した職員に支給された平均額である。

（3）地域手当

（平成28年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

1,891

1.60

ロ　人事評価を実施していない

標準の成績率のみ適用

標準に加え、下位の成績率も適用

標準に加え、上位の成績率も適用

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

イ　人事評価を実施した

平成28年度中における運用

2.601.60

0.75

41.325

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.60

支給実績（27年度決算）

49.59

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

支給対象地域 支給対象職員数

1.450.75 1.45 0.75

2,267

5%～20%(抑制後5～13%)

10%～20%(抑制後7～12%)

１人当たり平均支給額（27年度） １人当たり平均支給額（27年度）

○ ○

兵庫県

29.145

1,524

多可町

2.60

支給率

1,133

1.45

－

2

国の制度（支給率）

1515

国多可町

25.55625

34.5825

49.59

49.59

19,031

49.59

49.59

34.5825

25.55625

49.59

41.325

29.145

医師の特例

国

―

20.455

2.60

多可町 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

20.455

応募認定・定年

○ ○

職制上の段階、職務の級等による加算措置

１人当たり平均支給額

○ ○

○ ○
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（4）特殊勤務手当（平成28年4月1日現在）

千円

　円

　％

（注）特殊勤務手当の支給実績等については普通会計決算ベースによる。

（5）時間外勤務手当

千円

千円

（注）時間外手当の支給額については普通会計決算ベースによる。

（6）その他の手当（平成28年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

2,100円～最高31,600円 2,000円～最高31,600円

348

13,00013,000

6,500

5,000

作業従事職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

パラチオン製剤の散布や高圧ガス
の取扱・著しい急傾斜地で行う作
業
行旅病人及び行旅死亡人の看護、
移送又は埋葬の業務に従事したと
き

日額100円

主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

1回100円

管理職手当
・管理又は監督の地
位にある職員

手当の名称

感染症等防疫作業手
当

主な支給対象業務

1,938,000

1.4

職員の職責区分に応じ、

定額

0

月額1,500円

左記職員に対する支給単価

住居手当

・自宅居住者

・借家、借間居住者
（最高支給限度額）

27,000

1,600

27,000

診療所に勤務する
医師

エックス線作業に
従事する職員

危険作業手当

エックス線作業手当

行旅死亡人等取扱作
業手当

医師手当

作業従事職員

職員の職責区分に応じ、

・交通機関利用者

・交通用具使用者
使用距離区分に応じ、

定額

5,814

1回300円

月額200,000円

作業従事職員

感染症患者若しくは感染症の疑い
のある患者の救護、感染症病原体
の付着の危険がある物件の処理作
業若しくは感染症病原体を有する
家畜若しくは感染症病原体を有す
る疑いのある家畜に対する防疫作
業に従事した場合

支給実績（27年度決算）

最高　55,000円

使用距離区分に応じ、通勤手当

・その他の扶養親族

・特定期間の加算

運賃相当額

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

支給実績（27年度決算） 39,651

扶養手当

・配偶者

多可町 国

手当の種類（普通会計以外も含む。）

へき地手当
へき地診療所に勤
務する医師

月額40,000円

手　当　名 適用

6,500

5,000
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５　特別職の報酬等の状況（平成28年4月1日現在）

円 890,000/580,300

円 730,000/522,900

円

円 479,000/271,000

円 397,000/217,000

円 368,000/202,000

6月期 月分

12月期 月分

合　計 月分

6月期 月分

12月期 月分

合　計 月分

　　（１期の手当額） （支給時期）

円 任期毎

円 任期毎

円 任期毎

６　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年度4月1日現在）

（2）年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日現在）

副 議 長

議 員

給
料

町 長

期
末
手
当

区
分

1.95

2.15

4.10

（27年度支給割合）

議 長 （27年度支給割合） 1.95

28 42 39

人人 人
39

人 人

～ ～

総　　　合　　　計

職員数
141

人 人

0 

▲ 4 

55

56

0 

43

20 24 28

～～

23 27 31
区　分

人
51

220226

～

40

対前年
増加数

0 

2423

人

計
52

人人人

～

59

～

215,000

48

人

▲ 4 

～ ～～

44

4 7

5 

4 

3 

3 

205 

598,000

330,000

町 長

▲ 4 

0 

税 務

総 務

議 会

小 計

0 

▲ 2 

0 

▲ 2 

▲ 4 

5 

▲ 1 

0 

0 

0 

36 

169 

副 町 長

　　　　　（算定方式）

教 育 長

2.15

4.10

5 

4 

3 

3 

209 

36 

648,000

807,000

議 長

22 

4 

13 

18 

23 

14 

72 

3 

小 計

土 木

商 工

農 林 水 産

衛 生

公営企業会計
等部門

普
通
会
計
部
門 22 

6 

13 

20 

27 

15 

教 育 長

町 長

副 町 長

退
職
手
当

副 議 長

教 育 長

副 町 長

240,000

給料月額×在職月数(48月を限度）×0.18

一
般
行
政
部
門

報
酬

主な増減理由

退職者不補充・業務の効率化

退職者不補充・業務の効率化

業務の効率化

業務の充実

退職者不補充・業務の効率化

67 

3 

平27

教 育

そ の 他

下 水 道

水 道

病 院

平28

職員数

類似団体における最高/最低額

民 生

議 員

20
未満

60
以上

小 計

220 

15 

224 

15 

10

32 36

35 47

給料月額×在職月数(48月を限度）×0.24

給料月額×在職月数(48月を限度）×0.40

5,166,720

7,464,960

15,494,400

給　　料　　月　　額　　等

173 

0

5

10

15

20

25

構成比 

1年前の構成比 

(%) 

区 分 

部 門 
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（3）職員数の推移

○定員適正化計画における数値目標 （各年度4月1日現在）

区分

部門

○年次別進捗状況（実績）

区分

部門

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

288

△ 13 △ 7

275

△ 5

16

0

231

0

220

△ 4
計

企業
公営

行政
△ 1

23年

6年目

199

0

49

△ 1

14

△ 2

14

0

250

△ 12

△ 10

15

△ 8

39

190

0

19

66

△ 11

28年

11年目

169

△ 4

36

0

15

0

26年

９年目

176

△ 6

264

△ 7

22年

5年目

199

9

50 44

△ 4

16

2

244

△ 1

262

△ 6

25年

８年目

184

△ 4

△ 2 0 0

△ 3

271 266277

50

17 17 17 17 17

△ 11

236236259 247

1719

0

280

△ 2

65

△ 2

19

0

282

△ 10 △ 65

64

0 △ 2 △ 1 △ 5 △ 6 0

△ 6 △ 11△ 5 △ 7 △ 12

50

0

61

0

17

56 50

0 △ 14

169

平成17
年～平
成28年

計

△ 40

24年

△ 1

198209 200 203

△ 1△ 9

0

291

19

△ 12

285

△ 5

△ 43

290

17年計
画始動

18年 19年 20年 21年

19

2年目 3年目

301 291

△ 4

60

△ 6

199

31

24年

7年目

△ 3

67

△ 1

64

△ 1

15

△ 1△ 12 0

31 19 19

△ 12

209 200

11 △ 5

2

61

173

△ 3

36

△ 3

48

17年計
画始動

18年 19年 20年

1年目

27年22年 23年

196 192197

5年目 6年目 10年目

61

188

△ 1

72

11

19

27年

10年目

7年目

188 186 180

9年目1年目 2年目 3年目

21年

4年目

行政
増減

特別

21

2

△ 1

△ 10 △ 3 △ 13

271

0

72 67

△ 9

特別

行政
一般

増減

職員数

増減

職員数

増減

職員数

増減

職員数 202 190

224

公営

職員数

行政
増減

△ 11△ 6△ 2△ 4△ 4

一般
職員数

28年

68

△ 4

169

62

11年目8年目4年目

25年 26年

職員数

企業
増減

計
職員数

増減

△ 1

301
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Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間（平成28年4月1日現在）

　※　特別の勤務に従事する職員（図書館に勤務する職員等）については上記とは異なります。

（2）休暇（平成28年4月1日現在）

　特別休暇の主なもの

1年に5日(小学校の就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は
10日）の範囲内の期間

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間以内に2日の範囲内
の期間

5日の範囲内の期間

必要と認められる期間

死亡者により1日から最大10日

1日

その都度必要と認める時間

勤務時間

生後1年に達しない子を育てる場合

女子職員が出産した場合

区　　分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤　務　時　間　等

理　　　　由

1の年について20日　ただし，20日を限度に繰り越せる

休　暇　期　間　等

期　　間

介護休暇

特別休暇

病気休暇

年次休暇

休暇の種類

配偶者、父母、子等の親族を負傷、疾病又は老齢により、2週間以上
にわたり介護する職員に対し、6月を限度に付与（無給）

選挙権の行使、結婚、出産等その他特別の理由により勤務しないこ
とが相当である場合

1年以内において、公務、私事による負傷又は疾病のために療養する
場合で、必要と認める期間

出産する予定である女子職員が申し
出た場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

出産予定日8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
出産の日までの申し出た期間

小学校就学の始期に達するまでの子
の看護のため勤務しないことが相当
であると認められる場合

職員の妻が出産する場合

職員が結婚する場合

公民権を行使する場合

忌引の場合

父母の祭日の場合
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Ⅳ　職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分の状況（平成27年度）

（2）懲戒処分の状況（平成27年度）

Ⅴ　職員の服務の状況
（1）育児休業承認状況（平成27年度の新規承認者）

（2）介護休暇承認状況（平成27年度の新規承認者）

0 0 0

00 0

0 0 0

0 0 0

降任 合計休職免職

職に必要な的確性を欠く場合

心身の故障の場合

勤務実績が良くない場合

処　分　事　由

0

0

0

合　　　計

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった
場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

法令に違反した場合

処　分　事　由

0

0

0

0

合計免職停職減給

0

刑事事件に関し起訴された場合

職制，定数の改廃，予算の減少により廃職，過員を生じた場
合

0

0 0 0

合　　　計 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

戒告

0 1 0 1 0

0 0

1年以内

9月超え

承　　認　　期　　間

1年３月
超え1年3月以

内

1年超え
3月以下

6月以内

3月超え

9月以内

0

0 0 0

0 0

0

0

1月以下
2月以内

1月超え

区　分

計

女　性

男　性

承　　認　　期　　間

1 0 1 0

取得者数

0

2

2

0 0 0

0 0

6月超え

0

0

0

女　性 0 0 0

男　性

0 00

0 0

0

取得者数区　分

5月以内

4月超え

3月以内

2月超え

4月以内

3月超え
5月以上

0 0 0

計



10

Ⅵ　職員の研修の状況（平成27年度）
　　職員に対する主な研修は「広域」，「自治研修所」，「町単独」で行われているものです。

Ⅶ　職員の福祉及び利益の保護の状況
（1）厚生福利

　○兵庫県市町村職員共済組合

職員は兵庫県市町村職員共済組合の組合員になっております。共済組合には次の事業があります。

　○互助制度

互助事業は一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託しています。

（2）公務災害補償の状況（平成27年度）

　　　認定件数　　8件

Ⅷ　公平委員会に係る業務の状況
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況

不服申立ての概要

平成27年度申立件数

措置要求の概要

平成27年度要求件数

　　－

　　－

採用から3年目の職員

新規採用職員

研修名又は概要

新任職員課程

4

8

政策研究
特別研修

接遇研修

係長又はこれに相当する職にあり、部下
を監督する職にある者

年齢が概ね30歳以上、役付職員でない者

部局長等管理職研修

行政実務

階層別研修

4

法制執務、選挙事務、徴収事務、簿記、
財政、交付税担当研修

14

0

新任係長級職員 4

7

自己開発

在職年数が1年以上、年齢が概ね29歳以下
の者

係長研修

受講者数

7

区　　分

町独自研修

兵庫県派遣，一部事務組合派遣，公益法
人等派遣

人権学習 331

5派遣研修

管理職研修

監督職研修

職員第2部

職員第1部

管理職（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、市町合併特別ｺｰｽ）

市町の管理職としての経営管理意識を高
めるため、県職員と合同で実施

課長若しくは課長相当職

スキルアップ研修 115

4

6

掛金事業

共済事業

福利事業

事　業　名

福祉事業

長期給付事業

短期給付事業

事　業　名

銀婚・金婚祝金、入学・退職祝品、リフレッシュ補助等

弔慰金、災害・出産・扶養家族入院等見舞金、家族医療費補助金等

結婚祝金、入院・障害見舞金、医療費補助金、人間ドック助成金等

主　な　内　容

健康診断などの健康の保持増進事業，保養施設の運営，住宅資金の貸付けな
どを行う。

組合員の退職，障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。

組合員とその家族の病気，ケガ，出産，死亡，休業又は災害に対して，必要
な給付を行う。

事　　業　　概　　要
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